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 事 務 連 絡 

令和 5年 4月 24 日 

 

各都道府県 情報政策及び衛生主管部（局） 御中 

各市区町村 情報政策担当部（局）・衛生主管部（局） 御中 

 

デジタル庁 国民向けサービスグループ（VRS 担当）  

厚生労働省 健康局予防接種担当参事官室 

 

令和 5年春開始接種の開始に伴う接種証明書に係る VRS の改修等について 

 

日頃より、ワクチン接種記録システム（VRS）に関して、多大なご協力を賜り感謝申し上

げます。 

厚生労働省健康局予防接種担当参事官室発出の令和 5 年 3 月 7 日付け事務連絡「今後の

新型コロナワクチン接種について（その４）」でお伝えしているとおり、新型コロナワクチ

ンの令和 5 年春開始接種が令和 5 年 5 月 8 日から開始することから、下記のとおり新型コ

ロナウイルス感染症予防接種証明書（以下「接種証明書」という。）の発行機能に係る VRS

の改修等について、お知らせいたします。 

また、今回の改修にあわせて、VRS 自治体メニューにおいて「転入処理」の照会が行われ

た際に表示される連絡先を各市町村の管理者アカウントが編集できるようにする機能を実

装します。 

各自治体におかれましては変更点をご確認いただきますようお願いいたします。なお、

令和 5 年 4 月 13 日付け事務連絡「令和５年春開始接種の開始に伴う VRS の対応について」

においても VRS の改修内容について別途ご案内しておりますので、あわせてご確認くださ

い。 

 

記 

 

１．主な改修内容 

・令和 5年春開始接種（最大で 6回目接種）の開始以降も、接種証明書の紙の様式は

変更ありません。ただし、当該接種証明書発行主体（各市区町村）が保存している

接種記録が 6 件以上ある場合、そのうち直近 5回分の接種記録が接種証明書に記載

されるようになります。なお、本改修に伴い、接種証明書の省令様式上に、直近 5

回分のみの表示となる旨の注意書きを追加する厚生労働省令の改正を行う予定と

しており、6月上旬ごろに公布・施行する見込みとなっております。（省令改正前で

あっても、6 回目接種を含む証明書の発行自体は可能です。省令改正前に問い合わ
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せ等があった場合は直近 5 回のみの表示となる旨ご案内ください。）これは、接種証

明書の提示を求める際の要件として、6 件以上の接種記録の証明を求める場面が想

定されないこと等による措置です。 

・接種証明書の紙の様式における接種記録の記載順序を、接種日の昇順から接種日の

降順に変更します。同様に、新型コロナワクチン接種証明書アプリにおける接種記

録の表示順序についても、接種日の昇順から接種日の降順に変更します。 

・VRS 自治体メニューで「転入処理」の照会が行われて複数の対象者が見つかった場

合に表示される連絡先を、「アカウント設定・管理」メニューにおいて編集できるよ

うにします。詳細は別添 1 をご確認ください。 

 

２．改修適用日 

5 月 8 日（月） 

※記 1のとおり、関係法令の改正については、6月上旬ごろに実施する予定です。 

※新型コロナワクチン接種証明書アプリにおける表示順序の変更は、4 月下旬に実施

する予定です。 

 

３．簡易証明書発行様式 

・接種記録の記載方法の変更に対応した接種証明書を発行できるように簡易証明書発

行様式（v230508）を更新しました。 

・初期パスワードは従前のものと同様（kAnbo_eXcelsYoumei）となります。初期パス

ワードは各自治体で変更の上、ご使用ください。 

 

４．接種実績の公表について 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについては、特段の事情が生じな

い限り、5 月 8 日から新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症

に位置づける方針が示されています。こうした状況を踏まえ、デジタル庁 Web サイト

（https://stg.info.vrs.digital.go.jp/dashboard/）等で掲載している接種実績の公表

についても以下のとおり見直しを行います。 

・5月 9日（5月 8日までの接種実績）の公表をもって、更新頻度を日次から週次に変

更します。5月 9日の次の更新は、5月 16 日になります。以降毎週火曜日に前日曜

日までの実績を公表いたします。 

・これまで LGWAN ポータルサイト（https://portal.lgwan.jp/）で掲載していた「自

治体別接種状況.xlsx」は、5 月 8日をもって LGWAN ポータルサイトでの掲載を終了

し、以後、同様のファイルを週次で「デジタル改革共創プラットフォーム ♯デジ

_pj_vrs チャンネル」において投稿します。デジタル改革共創プラットフォームは、

自治体職員であればどなたでも参加可能です。詳細はデジタル庁 Web サイトをご参
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照ください。 

https://www.digital.go.jp/get-involved/co-creation-platform/ 

 

 

（以上） 

 

 

 連絡先 

デジタル庁 

国民向けサービスグループ（VRS 担当） 

（市川・宮本・三宅・田中） 

メール：digitalvaccine@digital.go.jp 

デジタル改革共創プラットフォーム（※）： 

♯デジ_pj_vrs チャンネル 

 

厚生労働省 

健康局予防接種担当参事官室 

「厚生労働省健康局予防接種担当参事官室「自治体

サポートチーム」の運用変更について（周知）」（令和

５年３月29日付け厚生労働省健康局予防接種担当参

事官室事務連絡）に基づくお問い合わせをお願いい

たします。 

※ デジタル改革共創プラットフォームの詳細は 

デジタル庁 Web サイトをご参照ください。 

https://www.digital.go.jp/get-involved/co-

creation-platform/ 

 

 


